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【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

社会医療法人の認定要件の特例的取扱い 

 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（国税 7）（法人税：義） 

（地方税 3）（法人住民税：義、事業税：義） 

② 上記以外の

税目 

所得税、消費税、固定資産税、不動産取得税、都市計画税、地方消費

税、特別土地保有税 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

 社会医療法人の認定を受ける場合、救急医療等確保事業の実績は

一部の事業を除き、認定前三会計年度の平均で満たすことが必要で

あり、認定後も継続して要件を満たす必要がある。 

《要望の内容》 

 新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度の実績が落ち込

み認定の要件を満たすことが困難になり、新規に認定を受けられな

い、または認定後に継続して要件を満たすことができない可能性のあ

る医療法人が見込まれている。 

コロナの影響を受けた会計年度については、救急医療確保等事業

の実績にかかる減少割合や自治体から自粛要請を受けた日数を考慮

し、特例的な要件を設定する。 

《関係条項》 

法人税法第 4 条、第 66 条 

地方税法第 72 条の 2 第 1 項第 1 号ロ、第 72 条の 5 第 1 項第 2 号 

5 担当部局 厚生労働省医政局医療経営支援課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 12 月      分析対象期間：－                

7 創設年度及び改正経緯 新設 

 

 

8 適用又は延長期間 2 年間 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

コロナの影響を受けつつも、地域における救急医療等確保事業に尽

力した医療法人に対し、特例的に緩和した認定要件を設定すること

で、地域における医療提供体制を確保する。 

《政策目的の根拠》 

医療法第 42 条の 2 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

（基本目標Ⅰ） 

Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進する

こと 

（施策大目標） 
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１ 地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 

（施策目標） 

１ 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体

制を整備すること 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

地域に必要な救急医療等確保事業に尽力する医療法人を社会医

療法人に認定し、認定された社会医療法人も継続して要件を満たすこ

とにより、地域の医療提供体制を確保する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

コロナの影響により社会医療法人の新規認定が受けられないことや

認定取消が発生しないよう、税制措置を行うことにより、地域住民に必

要不可欠な医療を継続して提供することができる。 

10 有効性

等 

① 適用数 ４法人／年 

 

 

② 適用額 31,452 千円 

 

 

③ 減収額 ・法人税 

 ▲23,884 千円 

 （社会医療法人の純利益×法人税率） 

 

・法人住民税 

 ▲ 7,208 千円 

 （社会医療法人の純利益×法人住民税率） 

 

・事業税 

 ▲  360 千円 

（社会医療法人の純利益×事業税率） 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

社会医療法人は、公的医療機関等と並び、地域における救急医療

等の重要な担い手となっており、税制措置により地域住民に必要不可

欠な医療を継続して提供することができる。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

コロナの影響を受けた場合においても、新規の認定や認定の継続を

行うことにより、地域の医療提供を支えることができる。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本税制措置は、地域住民に対して継続的・安定的に医療が提供さ

れるようにするためであり、国民に広く効果が及ぶものである。 
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11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

救急医療等確保事業に尽力する社会医療法人として認定され、受

けられた税制優遇については、施設等の整備、改善等により医療に還

元することで、地域住民に対して継続的・安定的に医療が提供される

ようにするための措置であり、国民に広く効果が及ぶものである。 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

－ 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

地域の医療提供体制を確保するための施策である。 

 

 

 

12 有識者の見解 － 

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

－ 

 

 


